
第三十七号様式　その一

円

（　　　　　　　）銀行・信金・信組・農協　　（　　　　　　）支店

　普通・当座・別段　　　　口座番号（　　　　　　　　　　　）
還 付 先

更正の請求の理由及び
当該請求をするに至った
事 情 の 詳 細 そ の 他
参 考 と な る べ き 事 項

円 円

年　 月分 

年　 月分 

年　 月分 

計

税額等

　　　　区分

　年月

種類

更 正 前 　① 更 正 後 　②

課税標準等

差 引 額　 ①－②

区　　分 申告　　 　更正　 　　決定

請求事由の発生
し た 営 業 所 等

所　在　地

名　　　称

氏名又は名称
及び代表者氏名

課税標準等

税　　目 県民税利子割 期　　別 　　　年　　  　月分

税額等 課税標準等 税額等

㊞　　

個人番号又は
法 人 番 号

更　　正　　請　　求　　書

　   地方税法第20条の９の３　　　　　 の規定により、次のとおり更正の請求をします。

住所又は所在地

（電話　　　　　　　　　　）

年　　月　　日

千葉県　中央県税事務所長　様

受付印 

第１項 

第２項 



　　県民税利子割更正請求書の記載例

規則第三十七号様式　　その一

 　地方税法第２０条の９の３ 第１項 の規定により、次のとおり更正の請求をします。

第２項

期別
種類
更正前①

銀 行 預
金 利 子

銀 行 預
金 利 子

公社債利子等の県民税

利子割特別徴収税額計算書（写） 所在地及び名称

平成

レ ０２ 銀行預貯金利子 ０７ 郵便貯金利子 平成 28 年 02 月 10 日提出 なのはな銀行中央支店
銀行以外の金融機関の預貯金 （担当者）千葉

利子 (電話）043-224-0312

財形貯蓄契約に係る生命保険

等の差益

年度

4

01

11 02

12 03

13 04

14 上記のとおり領収しました。

千葉市中央区長洲１－９－１
特
別
徴
収
　
取
扱
営

義
務
者
　
　
業
者
等

法人番号 △○○○○□□□□△△△△

加入者名

０４ 勤務先預金等の利子 ０９ △△○○○○×××

処理
事項

税 目

00100-0-960228

平成 28年 1月分

税 目

区 分

県民税利子割 期 別 　年　　　　月分

　申告　　更正　　決定

様

1,234,042 10,500

税 額 等税額等

25,123,456 1,234,567 25,112,956

差 引 額 ① － ②

千葉市中央区長洲１－９－１
　　（電話　043-224-0312）

更　正　請　求　書

　　△○○○○□□□□△△△△

住所又は所在地

個人番号又は
法 人 番 号

平成28年10月1日

　千葉県　中央県税事務所長　　　様

氏名又は名称
及び代表者氏名

　　なのはな銀行中央支店　㊞

請求事由の発生
し た 営 業 所 等

所在地

名  称

 年 月

種類

更 正 前 ①

課税標準等 税 額 等

更 正 後 ②

千葉市中央区長洲１－９－１

なのはな銀行中央支店

課税標準等 課税標準等

525

区 分

平成 年 月分

525

平成 年 月分

計 25,123,456 1,234,567

更正の請求の理
由及び当該請求
をするに至った
事情の詳細その
他参考となるべ
き 事 項

（なのはな）銀行・信金・信組農協　　（　中央　）支店

1,234,042 10,50025,112,956

還付先
　普通・当座・別段　　口座番号（９９９９９９９）

公社債投資信託のうち公募公社
０１

（例）定期預金の期限前解約利息額が、預金者に
既に支払った中間払い利息額より小さくなったこと
に伴い、預金者からその差額の返還を受けたため。

０６ 2 8

０５

県民 税利 子割

領 収 証 書
千 葉 県 中 央 県 税 事 務 所

年 0

国外公社債等の利子等

特定公社債以外の公社債の利子
債投資信託以外の収益の分配

月分

口座番号

1

課 税
地

事 由

県 ・ 営

種

類

０３ ０８ 特 別 徴 収 義 務 者 番 号

17

区 分 支 払 額 税 額 支 払 金 額 25,123,456
０ １ ０ １ 中央県税事務所

合同運用信託の収益の分配

課 税 25,123,456 1,234,567 納
入
金
額

税 額

非
課
税

非 居 住 者 ・ 外 国 法 人 123 延 滞 金

そ の 他 4,567 合 計

 領収証書と一致

1,234,567
計 25,128,146 1,234,567

領
収
日
付
印

摘
　
要

（５％超の理由）

（納入者保管）

1,234,567

受付印 

公 

 出納済 

H28.2.10 

 なのはな 

押印を忘れずに！ 

 法定納期限より5年以内⇒第1項 

 中途解約より2ヶ月以内⇒第2項 

 当初申告に減額更正する場合 

   ⇒領収証書を添付・申告 

 減額更正又はマル優無効分等 

 更正を既に行っている場合 

   ⇒更正通知書を添付・更正 

 決定処分を受けている場合 

   ⇒決定通知書を添付・決定 

 差引額①-②の課税標準額/税額 

   ⇒誤って支払った支払額/税額 

    を添付資料に基づき算出 

  中間利息（税）－解約利率（税） 

 更正前①－差引額①-② 

 理由を明記！ 

還付先を忘れずに！ 

 

提出日 

郵送の場合は消印日と一致 

平成２８年１月から、法人番号

（１３桁）の記載が必要となりま

す。 


